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竜泉福祉センター設備機器管理等業務委託仕様書 
 

１.施設概要 
（１）名  称   竜泉福祉センター 
（２）所 在 地  台東区竜泉２-１０-５ 
（３）建物構造  鉄筋コンクリート造り、地上６階建て 
（４）建築床面積 ３,５７６.５４㎡ 
 
２.委託期間  
 令和６年１０月１日から令和７年３月３１日まで 
 
３.委託内容 
別紙 1「設備機器管理等業務委託内容」参照 
（１）設備機器管理業務 

（別紙２「設備機器管理業務仕様書」参照） 
施設の各設備の機能を維持し利用者が安全かつ快適に施設を利用できる環境を提供する
こと。業務にあたっては、確実性・安全性・経済性・環境への影響に配慮するとともに、
正常に機能しない機器に対しての対応を行い、委託者へ報告すること。なお、管理上必要
な資格等は受託者が有するものとし、関連事項における届出業務においても委託者が行う
こと。 

 
・別紙 1「設備機器管理等業務委託内容」に記載が無い作業であっても、法令などの定め
により必要となる作業がある場合は、本契約に含むものとする。 

・特定建築物に準じた維持管理内容を実施すること。 
・各検査や作業については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に準拠して実
施すること。 

・東京都維持保全業務標準仕様書を参考とし、本施設に必要な点検、保守を行うこと。 
 ・消防設備関係業務にあたっては、消防法をはじめ関連法令を遵守のうえ、点検によって

必要となる所轄署への報告業務も行うこと。 
・本業務に必要な点検機材等はすべて受託者の負担とする。 
・法定周期のものについて自治体ごとに別に定める基準がある場合は、その条例に準拠す
ること。 

・点検の結果、業務範囲外の修理又は整備を要する状態を認めた場合は、協議のうえ対処
する。   

・数量及び回数は、別紙３「設備数量表」を参照のこと。 
 
（２）定期清掃業務 
 定期清掃業務を実施し、施設の良好な維持に努めること。 
 ①対象部分面積（別紙４「面積表」参照） 
②清掃共通項目 
a．定期清掃により、施設の清掃管理を行うこと。 
b．清掃業務を遂行するために必要な人員及び必要な機材等を確保すること。 
c．作業回数、清掃内容については、別紙５「定期清掃業務基準」を参照のこと。 
d．作業は公共施設に適した方法により、特に利用者に不快感を与えないように行い、 
かつ作業にあたっては、誠実に実施すること。 

e．清掃作業中に施設器具等を損傷又は紛失した場合は、速やかに修復又は弁済すること。 
 
４.事前提出書類 
契約期間内における実施予定表を契約後１ヶ月以内に受託者に提出し、承認を受けること。 
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５.業務報告書の提出 

  受託者は、業務終了後、速やかに内容・調整・記録等について報告書を作成し、委託者に提
出すること。 

※点検結果、清掃状況、不具合箇所・内容等について明記すること。 
 
６.経費の負担 
（１）委託者の負担するもの 

① 業務遂行に必要な光熱水費 
（２）受託者の負担するもの 

① 業務遂行に要する経費 
② 業務遂行に要する備品及び消耗品一式 

(但し、交換用の空調フィルターについては委託者が提供） 
 

７.そ の 他 

（１）本業務の実施にあたっては、設備の点検整備に精通し、また必要な資格を有する技術者
をあたらせ、適正に点検及び保守を行うこと。 

（２）故障等の不具合が発生した場合には、迅速に対応し、原因調査と適切な処置を行い、そ
の内容について報告すること。なお、故障等不具合の原因が明らかに保守点検業務の不備
と認められた場合は受託者の責任において現状復帰するものとする。 

(３) 受託者は、受託者の責めに帰すべき事由に基づき委託者又は第三者に損害を与えた場合
は、その責任において賠償する。なお、賠償の大小にかかわらず、損害を与えた場合は直
ちに委託者に報告すること。 

（４）作業上で事故が発生した場合は、臨機の措置をとるとともに、直ちに委託者に報告する
こと。 

(５) 本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安全を
確保する環境に関する条例（平成 12 年東京都条例第 215 号）の規定に基づき、次の事項
を遵守すること。 

① ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 
② 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に

関する特別措置法（平成 4 年法律第 70 号）の対策地域内で登録可能な自動車であるこ
と。 

③ できるだけ低公害・低燃費な自動車を使用するよう努めること。 
なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置
装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出するこ
と。 

（６）本契約の履行に当たって、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25
年法律第 65号）及び関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進
に関する対応指針を遵守すること。 

（７）本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、委託者と協議の上処理すること。 
 

８.支払条件 
1ヶ月ごととし、当該期間の業務完了後に、受託者の請求により行うものとする。 

 
９.担当部署及び連絡先 
社会福祉法人 台東区社会福祉事業団 総務課 堀内・前田 

〒１１０‐００１１ 台東区三ノ輪１-２７-１１ 台東区三ノ輪福祉センター３階 

ＴＥＬ：０３－５６０３－２２２８ ＦＡＸ：０３－５６０３－２２３０  

Ｅ‐Ｍａｉｌ：taitojd-somu＠bz03.plala.or.jp 

 


